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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡操作部のボタンの押下位置をずらすため
の操作部材を固定する際に、操作部に孔等を設けること
を必要としないようにした内視鏡操作補助アダプターを
提供する。
【解決手段】操作時に手に持った状態において、親指の
指先側に親指で押下する一以上のボタンが先端側の所定
位置に配置された内視鏡の操作部に装着される内視鏡操
作補助アダプターとして、操作部の先端側の一定範囲に
被せて固定するキャップ状の本体部１０であって、ボタ
ンが表出する位置に開口１１が形成された本体部と、ボ
タンごとに設けられる、本体部が操作部に固定された状
態における、本体部のボタンの位置よりも先端側におい
て基端部が回動可能に固定される、ボタンの上を通り、
先端部をボタン側に回動させることでボタンを押すよう
に形成される板状体又は棒状体からなる操作部材２０と
から形成する。
【選択図】図１



(2) JP 3190397 U 2014.5.8

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　操作時に手に持った状態において、親指の指先側に親指で押下する一以上のボタンが先
端側の所定位置に配置された内視鏡の操作部に装着される、内視鏡の操作補助のためのア
ダプターであって、
　前記操作部の先端側の一定範囲に被せて固定するキャップ状の本体部であって、前記ボ
タンが表出する位置に開口が形成された本体部と、
　前記ボタンごとに設けられる、前記本体部が前記操作部に固定された状態における、前
記本体部の前記ボタンの位置よりも先端側において基端部が回動可能に固定される、前記
ボタンの上を通り、先端部を当該ボタン側に回動させることで当該ボタンを押すように形
成される板状体又は棒状体からなる操作部材と
からなる内視鏡操作補助アダプター。
【請求項２】
　前記ボタンは二以上存するものであって、ボタンごとに設けられる前記各操作部は互い
に形状が異なるものである請求項１に記載の内視鏡操作補助アダプター。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、内視鏡の操作部の操作性を向上させるために装着するアダプターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は細長いファイバースコープやビデオスコープを一方の手で持ち、他方の手で操
作部を操作するよう形成されているので、様々な操作をすべて片手で行う必要がある。そ
して、中指、薬指、小指は操作部を持つために使用するので、実質的には人差指と親指の
２本のみで操作を行わなければならない。このため、特に可動域の大きい親指は複数のボ
タンやレバーを操作しなければならず、操作しづらい位置にボタンが配置されていること
も多い。具体例を図４に示す。図４（ａ）は内視鏡の操作部Ｏの正面図であり、図４（ｂ
）は内視鏡の操作部Ｏの側面図である。この図に示す操作部Ｏは、親指でスコープ先端の
レンズ部の上下動をレバーＬで操作するとともに、ズーム、エンハンス等の所定の機能が
割り当てられたボタンＢ1、Ｂ2も親指で押下しなければならない。しかし、レバーＬの位
置からボタンＢ1、Ｂ2の位置が遠いために、ボタンＢ1、Ｂ2を押下するには指をずらした
り、操作部Ｏを持ち直したりする必要が生じる。
　このような問題に対して、下記特許文献には、ボタンの上を通るように板バネから形成
された操作部材を固定し、操作部材を押すことでボタンを押せるように構成した考案が示
されている。このような構成によれば、操作部材の先端を操作しやすい位置に位置づける
ことでボタン操作をしやすくすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平2-63801号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記特許文献に記載の考案は、操作部材の一端を内視鏡の操作部に直接取り付
けるために、操作部に孔等が形成されている必要があり、孔等が無い場合は操作部を加工
する必要がある。
　本考案は、このような問題に鑑みて、内視鏡操作部のボタンの押下位置をずらすための
操作部材を固定する際に、操作部に孔等を設けることを必要としないようにすることを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
上記課題を解決するために、本考案は、次のような構成を有する。
請求項１に記載の考案は、操作時に手に持った状態において、親指の指先側に親指で押下
する一以上のボタンが先端側の所定位置に配置された内視鏡の操作部に装着される内視鏡
操作補助アダプターであり、前記操作部の先端側の一定範囲に被せて固定するキャップ状
の本体部であって、前記ボタンが表出する位置に開口が形成された本体部と、前記ボタン
ごとに設けられる、前記本体部が前記操作部に固定された状態における、前記本体部の前
記ボタンの位置よりも先端側において基端部が回動可能に固定される、前記ボタンの上を
通り、先端部を当該ボタン側に回動させることで当該ボタンを押すように形成される板状
体又は棒状体からなる操作部材とから形成されるものである。
　請求項２に記載の考案は、前記内視鏡操作補助アダプターにおいて、前記ボタンは二以
上存するものであって、ボタンごとに設けられる各操作部は互いに形状が異なるものであ
る。
【考案の効果】
【０００６】
　以上のような構成により、本考案は、次のような効果を奏する。
　請求項１に記載の考案は、本体部を内視鏡の操作部に被せて固定することができるので
、当該操作部に孔等を必要とせずに、親指でボタンを操作するための操作部材を内視鏡の
操作部に固定することができる。
　請求項２に記載の考案は、各ボタンに対応する操作部の形状を変えることで目視しなく
ても親指により操作部を識別することが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターの斜視図である。
【図２】（ａ）は本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターの装着状態を示す正面図で
あり、（ｂ）は本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターの装着状態を示す側面図であ
る。
【図３】本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターの使用状態を示す図である。
【図４】（ａ）は内視鏡の操作部の一例を示す正面図であり、（ｂ）は内視鏡の操作部の
一例を示す側面図である。
【考案を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本考案の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１に本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターＸの斜視図を示す。内視鏡操作補助
アダプターＸは、図４（ａ）（ｂ）に示す内視鏡の操作部Ｏに装着されるものであって、
本体部１０、操作部材２０とから構成される。
　本体部１０は操作部Ｏの先端部に嵌る合成樹脂製のキャップ状の部材であり、レバーＬ
の可動域に干渉しないような形状及び厚さに形成されている。また、本体部１０を操作部
Ｏに嵌めた状態において、ボタンＢ1、Ｂ2に重なる部分には開口１１が形成され、先端に
は対向するようにザグリ穴が形成された突起１２、１２が開口１１を挟むように設けられ
ている。
　操作部材２０は、湾曲した板状体により形成され、操作部ＯのボタンＢ1、Ｂ2のそれぞ
れに対して設けられる。操作部材２０は基端側がやや厚く形成されるとともに、貫通孔が
形成される。各操作部材２０は並んで、当該貫通孔が前記本体部１０の突起１２に設けら
れたザグリ穴の位置に合うように位置づけられて、ここにボルトナットを通して固定され
る。これにより、操作部材２０は基端部で本体部１０先端の突起１２、１２に回動可能に
固定されることとなる。操作部材２０は適当な湾曲を有することで、先端部をボタンＢ1
、Ｂ2側に回動させると、これらのボタンが押下できるようになっている。
【０００９】
　次に、以上のような構成を有する内視鏡操作補助アダプターＸの使用方法について説明
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する。まず、使用者は本体部１０を図４に示す内視鏡の操作部Ｏに被せることで、内視鏡
操作補助アダプターＸを操作部Ｏに固定する。図２（ａ）（ｂ）のそれぞれに内視鏡操作
補助アダプターＸを内視鏡の操作部Ｏに固定した状態の正面図及び側面図を示す。図２に
示すように、内視鏡操作補助アダプターＸを内視鏡の操作部Ｏに固定した状態において、
それぞれの操作部材２０は操作部ＯのボタンＢ1、Ｂ2の上を通り、先端がボタンＢ1、Ｂ2
よりもレバーＬ側に位置している。この状態で、図３に示すように内視鏡を用いて検診等
を行う。操作部材２０によりボタンＢ1、Ｂ2を押下できる位置がレバーＬ側に寄っている
ので、使用者は比較的スムーズにレバーＬの操作とボタンＢ1、Ｂ2の操作を行うことが可
能となる。
　このように、本実施形態に係る内視鏡操作補助アダプターＸは、内視鏡の操作部に被せ
て固定するので、内視鏡の操作部に特別な加工をすることなく装着でき、内視鏡の操作性
を向上させることができる。
【００１０】
　なお、上記形態では操作部材２０は基端部で軸支持により回動可能に形成されているが
、操作部材２０を弾性体により形成し、基端部のみで本体部と固定することで、操作部材
２０全体が撓みにより回動可能に形成してもよい。
　また、上記実施形態に示す内視鏡の操作部は一例であって、親指の先端側に操作ボタン
が設けられる形状を有する内視鏡の操作部に対し、当該操作部に合わせて適宜形状を変え
ることで、種々の操作部に適用することが可能である。
　さらに、上記実施形態では２つの操作部材の形状、長さは同じであるが、親指からの距
離に応じて形状、長さを変えてもよい。これにより、親指による操作部材の識別も容易に
行うことができる。
【符号の説明】
【００１１】
Ｘ　内視鏡操作補助アダプター
Ｏ　内視鏡の操作部
１０　本体部
１１　開口
２０　操作部材
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（经修改） 用于移动固定在内窥镜操作部中的按钮A的按压位置的操作
构件，提供了一种内窥镜操作辅助适配器，以便不要求通孔的提供或在
操作单元上的类似物。 的状态下，其他的手在操作期间，在其中与拇指
的指尖侧的拇指按压一个或多个按钮的内窥镜操作附接到内窥镜，其布
置在预定位置上的前端侧的操作部作为辅助适配器，主体部分10帽状固
定在所述操作部的前端侧的预定范围，在其中按钮被暴露，提供了用于
每个按钮的位置上形成的主体开口11，在将主体部分被固定在操作部的
状态下，基端部在所述主体可旋转地固定的按钮的位置的远端侧，越过
按钮旋转的远端部分到按钮侧并且，操作构件20由板状体或杆状体制
成，以便按压按钮。 点域1
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